
２０２６年度 道新カップ 第５回北海道女子８人制サッカー大会 
 

開催要項 
 

1 主 旨  北海道の女子サッカーの技術向上と健全な心身の育成を図り、広く女子サッカーの

普及振興に寄与するため中学生以上の登録選手を対象としたチームの大会として

実施する。本大会に参加する女性がサッカーを通じて友好と親睦を深め、さらに生涯

スポーツとして北海道に浸透・発展に寄与する事を目的とする。 

2 名 称  ２０２６年度 道新カップ第５回北海道女子８人制サッカー大会 

3 主 催  公益財団法人北海道サッカー協会 

4 共 催  北海道新聞社 

5 主 管  一般社団法人札幌地区サッカー協会、 

公益財団法人北海道サッカー協会 女子委員会 

6 協 賛  株式会社 ミカサ 

7 後 援  北海道、公益財団法人北海道スポーツ協会 

8 期日・会場  ２０２６年１０月１７日（土）～１８日（日） 

札幌サッカーアミューズメントパーク人工芝Ｇ (札幌市東区東雁来１２条３丁目１－１) 

9 参 加 資 格  ⑴ （公財）日本サッカー協会に「女子」の種別で登録した加盟チームであること。 

   ⑵ 中学生以上の選手で構成された単独チーム。 

   ⑶ 上記⑴において、１団体から複数のチームで申し込みをすることはできない。 

   ⑷ （公財）日本サッカー協会により「クラブ申請」を承認された「クラブ」内のチーム

に所属する選手（複数人可）については、所属チームから移籍することなく、上

記⑴のチームで参加することができる。ただし、参加する選手については以下

のすべてを満たしていること。 

①上記⑵を満たしていること。 

②下記種別区分のチームに所属していること。 

 

   ⑸ 外国籍選手は５名まで登録でき、１試合３名まで出場できる。 

   ⑹ 移籍選手：同一年度の大会において、予選から本大会に至るまで選手は他の 

チームで参加（参加申込）していないこと。     

   ⑺ 合同チーム：主体となるチームの選手数が１０名未満の場合、複数チームによ 

る「合同チーム」の大会参加を、以下の条件により認める。   

①主体となるチームおよびその選手は、それぞれ上記⑴および⑵を満たしてい

ること。        

②合同するチームの選手は、上記⑵を満たしていること。なお選手が所属する

チームの種別・種別区分は問わない。ただし、予選から本大会に至るまで選

手は他のチームで参加（参加申込）していないこと。    

③極端な勝利目的のための合同チームではないこと。    

④合同チームとしての参加を（公財）北海道サッカー協会女子委員長が別途了

承すること。        

⑤大会参加申込の手続きは、それぞれのチームの代表者が協議の上、主体と

なるチームが行うこと。  

10 参加チーム  出場チームを最大１６チームの枠内とする。各地区協会からの参加申込ができるチ

ームは次による。 

 



   ⑴  １５地区に各１枠 

   ⑵ 大会開催地区に１枠（札幌地区） 

   ただし、⑴については、出場枠を返上する旨の通知が１５地区女子委員長から事前

にあった場合は、別の地区に出場枠を譲渡することを認める。出場枠の譲渡先は、

HKFA 女子委員長が下記の優先順位により指定することとする。 

①出場枠を返上する地区と同一ブロック内で、２チーム以上の参加希望がある地区 

札幌ブロック：札幌 

道央ブロック：千歳・小樽・空知・北空知 

道南ブロック：函館・室蘭・苫小牧 

道東ブロック：十勝・釧路・根室・オホーツク 

道北ブロック：旭川・道北・宗谷 

②出場枠を返上する地区と異なるブロックで、２チーム以上の参加希望がある地区 

③そのほか HKFA 女子委員長が認めた地区 

   なお、上記①②とも参加希望チームが多い地区を優先することとし、同数の場合は、

抽選する。 

地区の出場枠の返上、保有枠以上の参加希望がある地区は、下記期限までに地区

FA 女子委員長から HKFA 女子委員長へ報告をすること。 

  ≪報告期限≫ ２０２６年７月３１日（金） １７：００ 厳守 

11 大 会 形 式  以下の項目については本大会規定を定める。 

   ⑴  １次ラウンド：１６チームを４チームずつに分けてリーグ戦を行う。ただし、参加チ

ームが１６に満たなかった場合は形式を変更する場合がある。 

    １次ラウンドの順位決定方法は、勝点合計の多いチームを上位として順位を決

定する。勝点は、勝－３、引分－１、負－０とする。 

ただし、勝点合計が同じ場合は、以下の項目の順序で順位を決定する。 

    ①全試合の得失点差（＝総得点－総失点）     

②全試合の総得点数 

③当該チーム同士の対戦結果（勝敗）      

④抽選（当該チーム代表者の立ち合いによる）  

   ⑵ ２次ラウンド：順位別トーナメント方式。グループ毎の４チームによるトーナメント 

方式。ただし、１６チームに満たなかった場合は形式を変更する場合がある。 

   ⑶ トーナメント方式で勝敗が決しない場合はPK方式により次回戦進出チームを決 

定する。PK に入る前のインターバル１分。 

12 競 技 規 則  本大会実施年度の（公財）日本サッカー協会「８人制サッカー競技規則」による。 

13 競技会規定  以下の項目については本大会の規定を定める。 

   ⑴ 競技フィールド（グラウンドの状況により変更する場合がある） 

    ピッチの大きさ：縦６８ｍ×５０ｍとする。その他のペナルティーエリア等の長さに

関しては８人制サッカールールに準ずる。（ペナルティーエリア：１２ｍ、ペナルテ

ィーマーク：８ｍ、ペナルティーアークの半径：７ｍ） 

ゴールの大きさ：原則として少年用ゴールとする。ただし会場により変更する場

合がある。 

   ⑵ 大会使用球はミカサ社製ボール「５号球」を使用する。 

   ⑶ 競技者の数       

競技者の数：８名        

交代要員の数：１２名以内       

交代を行うことができる数：再交代（交代して退いた競技者が交代要員となり、

再び出場することができる。ただし、交代の手続きはサッカー競技規則第３条に

則って行う。）        

   ⑷ ベンチ入りできる役員の数：３名以内 

   ⑸ テクニカルエリア：設置しない。 



   ⑹ ユニフォーム 

①（公財）日本サッカー協会のユニフォーム規程に基づいたユニフォームを使用

しなければならない。 

②以下のいずれかに該当するチームは、各リーグのユニフォーム要項で認めら

れたユニフォームであれば、本大会でも使用を認められる。ただし、一部でも

仕様が異なる場合は認められない。 

この際、シャツの色彩が、審判員が通常着用する黒色と明確に判別し得ない

場合、審判員用のカラーシャツを複数色、チームで準備できる場合のみ使用

を認められる。 

③フィールドプレーヤー、ゴールキーパーともに、色彩が異なり判別しやすい正

副のユニフォーム（シャツ・ショーツ・ソックス）を用意のうえ、参加申込の際所

定の様式にて提出し、各試合には正副両方を必ず携行すること。 

④シャツの前面・背面に、参加申込の際に登録した選手番号を付けること。ショ

ーツの選手番号については付けることが望ましい。 

⑤ユニフォームの色、選手番号については、参加申込締切後の変更は認めら

れない。 

⑥ユニフォームへの広告表示については、（公財）日本サッカー協会「ユニフォ

ーム規程」に基づき承認された場合のみこれを認める。 

⑦ソックスの上にテープを巻く場合、そのテープの色はソックスの色と同じもの

に限る。 

チーム 適用されるユニフォーム要項（リーグ） 

J クラブ傘下のチーム 

 

公益社団法人日本プロサッカーリーグ 

（J リーグ） 

日本女子プロサッカーリーグ

（WE リーグ）加盟チーム 

公益社団法人日本女子プロサッカーリーグ 

（WE リーグ） 

日本女子サッカーリーグ 

（なでしこリーグ）加盟チーム 

一般社団法人日本女子サッカーリーグ 

（なでしこリーグ） 

   ⑺ 試合時間 

    ①試合時間 

１次ラウンド ２４分（前後半１２分）  

２次ラウンド（順位別トーナメント） ３０分（前後半１５分） 

②ハーフタイムインターバルは原則として２分 

③アディッショナルタイムの表示は行わない。 

ただし、参加チームが１６に満たなかった場合は形式を変更する場合がある。 

   ⑻ 審判員         

主審と予備審判の２名で行う。  

   ⑼ 負傷者の対応 

主審が認めた場合のみ、最大２名ピッチへの入場を許可される。 

14 懲 罰  ⑴ 本大会は、(公財)日本サッカー協会が定める懲罰規程に基づき、本大会に係る

懲罰問題を処理するため、大会規律委員会を設置する。 

   ⑵ 大会規律委員会の委員長は、大会運営委員長とし委員については委員長が決

定する。 

   ⑶ 本大会期間中、警告を２回受けた者は、次の１試合に出場できない。 

   ⑷ 本大会において退場を命ぜられた選手等は、次の１試合に出場できず、それ以

降の処置については大会規律委員会で決定する。 

   ⑸ 開催要項に記載事項にない罰則に関する事項は、大会規律委員会にて決定す

る。 

15 参 加 料  ２５，０００円（消費税込） 

組み合わせ決定後に参加辞退となった場合、参加料については返却しない。 



16 参加申込み  参加チームは、以下の手続きを期日までに完了すること。 

   ⑴ 参加申込書・プライバシーポリシー同意書の提出 

所定の用紙を E メールで⑹申込先 A 宛に提出する。 

※申込みを受けた地区協会は KICKOFF にて登録状況を確認し、申込書データ 

を⑹申込先 B および C 宛に提出すること。また、プライバシーポリシー同意 

書を B 宛に提出すること。  

   ⑵ 大会参加料は、申込締切日までに指定口座⑺へ納入すること。 

   ⑶ 親権者同意書は、郵送で⑹申込先 B 宛に送付すること。 

   ⑷ 申込締切日  ２０２６年９月１７日（木） １５：００必着 

   ⑸ 参加申込書に登録し得る人員は、各チーム役員３名、選手２０名を最大とする。 

参加申込後の役員の変更は可能とし、所定の用紙を所属地区サッカー協会を

通じて⑹申込先 B、C へ１０月１６日（金）１７：００までに E メールで送付するこ

と。   

   ⑹ 申込先 A：所属地区サッカー協会     

 B：（公財）北海道サッカー協会 

〒062-0912 札幌市豊平区水車町５丁目５－４１ 

                    北海道フットボールセンター内 

TEL 011-825-1100   FAX 011-825-1101 

    C：（一社）札幌地区サッカー協会 

         〒064-0931 札幌市中央区中島公園１番５号 

                     札幌市中島体育センター２F  

TEL/FAX 011-531-7553                                        

          E-mail ： taikai-sfa@sfa-rc.net  

   ⑺ 参加料納入口座 

銀行名 北洋銀行 東屯田支店 

口座番号 （普）３５３５５４１ 

口座名 （一社）札幌地区サッカー協会 

＊チーム名・監督名を記入の上、振込みすること。 

17 組 合 せ  （公財）北海道サッカー協会において厳正なる抽選を行う。   

※組合せは（公財）北海道サッカー協会 HP（https://www.hfa-dream.or.jp/)大会 

情報・女子で確認すること。  

18 帯同審判員  ⑴ 出場チームは、４級以上の公認審判員を１名以上帯同させること。帯同する審

判員の氏名、資格等を参加申込書に記載すること。監督・コーチの兼務可とす

る。 

   ⑵ 帯同審判員は、大会期間中その業務にあたらせるものとする。 

19 選 手 証  (公財）日本サッカー協会および本大会に参加申込を完了した選手のみが試合に出

場する権利を有する。各チームの登録選手は、原則として(公財）日本サッカー協会

の発行する選手証を持参しなければならない。ただし、写真貼り付けにより顔が認識

できるものであること。 

※選手証とは WEB 登録システム「KICKOFF」から出力した選手証・登録選手一覧を 

印刷したもの、またはスマートフォンや PC 等の画面に表示したものを示す。 

20 選 手 変 更 

・ 追 加 届 

 参加選手の変更は、所定の用紙（登録選手変更・追加届用紙）に記入し、１０月１日

（木）１７：００までに各所属地区協会から（公財）北海道サッカー協会と（一社）札幌地

区サッカー協会に E メールで送付すること。これ以降の変更は認めない。 

21 監 督 会 議  ２０２６年１０月１７日（土） ９：００～ 大会本部にて行う。 

22 開 会 式  監督会議と兼ねる。 

23 閉 会 式  決勝戦終了後会場にて行う。 

24 表 彰  ⑴ 優勝、準優勝、第３位には表彰状を授与する。なお、優勝チームには優勝杯を

授与し、次回までこれを保持する。 

 



   ⑵ 表彰式は、決勝戦終了後に行う。なお、第３位は、準決勝終了後に試合会場で

行う。 

25 傷 害 補 償  大会参加にあたっては、各チームは大会参加前にスポーツ傷害保険等の加入手続

きを済ませること。 

 例 （公財）スポーツ安全協会北海道支部  TEL 011-820-1709 

大会期間中の負傷および事故の責任は、当該チームが負うものとする。また、医師

および救急用具の準備は各チームの責任において行うこととする。 

26 そ の 他  ⑴ 大会要項に規定されていない事項については本大会運営委員会において協議

の上決定する。 

   ⑵ 荒天・震災・雷等、不測の事態が発生した場合は本大会運営委員会（主管地区

協会理事長、競技委員長、審判委員長等で構成）において協議の上、対処す

る。中断・中止・延期することがあることを留意のこと。 

   ⑶ 本大会一部の試合にマッチウェルフェアオフィサーを配置する。 

   ⑷

⑷ 

新型コロナウイルス感染症予防の取り組みに関して、本事業にあたっては、 

以下の通知の通りとする。 

『新型コロナウイルスの 5 類感染症移行に伴う今後の HKFA 主催事業について

（通知）』 

https://www.hfa-dream.or.jp/information/20230519-02/  

 


